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第１章 千代田エコシステム（ＣＥＳ） 

 

（１）CES とは 

 CES とは、千代田エコシステム（Chiyoda Eco System）の略称で、区にかかわるすべての人々

が取り組みやすい環境マネジメントシステムをいいます。 

環境マネジメントシステム（以下、「EMS」という。Environmental Management System の略

称）とは、「計画、実行、評価、見直し」の繰返しにより、環境により良い行動を継続的に行う仕

組みをいいます。 

 CES には、クラスⅠ、Ⅱ、Ⅲの３つの仕組みがあり、対象者別に実施事項を定めています。 

 ①クラスⅠ：「ちよエコヒーロー宣言」 

個人向けの宣言の仕組みで、区内在住・在勤・在学者が対象となります。 

 ②クラスⅡ：「ちよエコ未来企業宣言」／「ちよエコ未来事業者宣言」 

       主に中小企業向けの宣言の仕組みで、区内の事業者が対象となります。 

 ③クラスⅢ：「環境マネジメントシステム（EMS）」 

       千代田区独自の EMS で、区内の事業者が対象となります。 

本ガイドは、クラスⅢの導入、運用に必要な手順等を定めたものです。 

 

（２）本ガイドについて 

 『CES クラスⅢガイド』は、平成 19 年 3 月に区内 

の事業者を対象とした EMS として、国際規格 ISO14 

001：2004 等を参照しつつ作成し、発行しました。 

 その後、平成 28 年 10 月に ISO14001:2015 の発行 

に伴い、同規格に準拠した EMS に改訂しました。 

一方、千代田区では、令和 3 年 11 月 5 日に気候非 

常事態宣言（２ページ参照）により、「2050 ゼロカー 

ボンちよだ」を掲げ、2050 年までに区内の二酸化炭 

素排出量実質ゼロを目指すこととしています。 

本ガイドは、事業者が千代田区と共に「2050 ゼロカ 

ーボンちよだ」を目指すにあたり、CES を活用して組 

織的に実施していくための参考書として令和 6 年 5 月 

に改訂・発行し、その後、令和 7 年 5 月および令和 8 

年４月に一部改訂を行い、改訂版を発行したものです。 

本ガイドでは、CES クラスⅢの導入、運用の際に必 

須となる「実施事項」と、実施することが望ましい 

「推奨事項」に分類して記しています。 

 

◎実施事項：必須事項のため、CES 監査（４ページ参照）では、監査の対象となる。 

○推奨事項：必須事項ではないが、事業者が EMS で採用している場合は、監査の対象となる。 

 

 

平成 19 年３月 

『クラスⅢガイド』発行 

平成 28 年 10 月 

『クラスⅢガイド』改訂版発行 

令和３年 11 月５日 

千代田区気候非常事態宣言 

2015 年（平成 27 年）９月 

ISO14001:2015 発行 

 

令和６年５月 

『クラスⅢガイド[改訂版]』発行 

令和７年５月『改訂第２版』発行 

令和８年５月『改訂第３版』発行 
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第２章 千代田区の取組みについて 

 

（１）千代田区気候非常事態宣言 
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（２）「2050 ゼロカーボンちよだ」に向けて 

   千代田区では、2050 年までに CO2 排出量実質ゼロを実現するため、条例や計画に基づき

取組みを推進しています。 

   ①「千代田区地球温暖化対策条例」を改正 

    地球温暖化対策における基本理念や取組み、基本となる考え方、区・区民・事業者の責 

務等を定める条例（平成 19 年 12 月制定、令和 3 年 10 月改正） 

 令和３年 10 月に改正した主な内容 

 ア 2050 年までに「二酸化炭素排出量実質ゼロを達成する脱炭素社会の実現に向けた取 

組みの推進」を「基本理念」に掲げる。 

    イ 気候変動適応法で努力義務とされている「地域気候変動適応計画」を策定 

    ウ 再生可能エネルギー導入の取組みを地球温暖化配慮行動の一つとして位置付け 

   ②「千代田区地球温暖化対策地域推進計画 2021」・「千代田区気候変動適応計画 2021」を 

策定 

ア 千代田区地球温暖化対策地域推進計画 2021（令和３年 11 月策定） 

  地球温暖化対策における将来像、目標、基本方針や施策・事業などを定める計画 

  【計画期間】2021（令和 3）年度～2030（令和 12）年度 

  【将 来 像】2050 ゼロカーボンちよだ 

  【対策目標】2030 年度までに区内のエネルギー起源 CO2（発電及び熱発生に伴って 

発生する二酸化炭素）総排出量を 42.3％削減（2013 年度比） 

 

 
  

イ 千代田区気候変動適応計画 2021（令和３年 11 月策定） 

       気候変動適応に関する基本的な考え方、基本方針や施策・事業などを定める計画 

【計画期間】2021（令和 3）年度～2030（令和 12）年度 

【将 来 像】いつまでも安心して住み働き続けられる強く魅力あるまち 

【対策分野】自然災害、健康、水資源・水環境、生活、産業・経済活動、自然生態系 
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第３章 CES クラスⅢの全体の流れ 

  

 CES クラスⅢの申込みから認証取得までの流れは、次のとおりです。 

 

        【事業者】                【当協議会】 

                          

 

  ①CES クラスⅢに取組むことを決定し  

   参加申込みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑥PDCA サイクルによる継続的改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

  ※PDCA サイクルが一巡していること 

   が CES 監査を受ける条件となります。 

 

 

 

 

CES クラスⅢの申込み CES クラスⅢ参加の登録 

①CES クラスⅢに取組むことを決定 

し、参加申込みを行います。 

②参加申込みを受けて登録番号を付

し、当該事業者を登録します。 

CES クラスⅢ導入の指導助言 

③当協議会から CES 主任監査員を派

遣し、指導助言を行います。 

※指導助言は、段階毎に合計 3 回実施 

します。その後、CES クラスⅢの運 

用を経て、CES 監査に備えます。 

事前準備、計画の策定 

④指導助言を受けて事前準備、環境 

方針、目標等の計画を策定します。 

CES クラスⅢの運用 

⑤指導助言を受けて以下の PDCA 

サイクルにより運用します。 

Plan 

計画の策定 

Do 

計画の実施 

Check 

点検・評価 

Act 

見直し 

CES 監査の実施 

⑦当協議会から CES 主任監査員、CES

監査員を派遣し、監査を行います。 

認証委員会による審議 

⑧CES 監査の結果を基に認証委員会

（外部組織）を開催し、認証の可否

について審議します。 

認証書の発行 

⑨認証委員会で承認された事業者に 

「CES 認証書」を発行します。 

※以降、⑥～⑨の流れを毎年継続し 

ます。 
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第４章 CES クラスⅢの導入、運用の流れ 

  

 CES クラスⅢの導入、運用の流れは、次のとおりです。 

 

    【各段階】            【実施事項】           ※【参考様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※様式の使用は任意であり、実施事項を満たしていれば、当該事業者によるものでも可とする。 

 

 

 

 

（１）CES の適用範囲の決定 

（２）CES 体制の決定 

（３）エネルギー使用量等の把握 

（４）環境法規制の特定 

（５）資格業務の特定 

（リスクと機会の特定） 

様式 3-1 現状確認表 

Step２： 

計画の策定 

（１）環境方針の策定 

（２）環境目標の設定 

（実行チェックシートの作成） 

様式 3-2 計画表・実績表 

様式 3-3 実行チェックシート 

Step３： 

計画の実施 

（１）環境目標等の実施 

（２）教育の実施 

（３）情報記録の管理 

様式 3-2 計画表。実績表 

様式 3-3 実行チェックシート 

様式 3-4 教育実施報告書 

様式 3-5 情報記録書 

Step４： 

点検・評価 

Step５： 

見直し 

（１）環境目標の達成状況の評価 

（２）環境法規制の順守状況の評価 

（３）問題解決報告書の作成 

（該当する場合のみ） 

（実行チェックシートによる点検） 

（１）経営者による見直し 

（２）改善 

様式 3-1 現状確認表 

様式 3-2 計画表・実績表 

様式 3-3 実行チェックシート 

様式 3-6 問題解決報告書 

様式 3-7 活動報告書 

Step１：  

事前準備 
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第５章 CES クラスⅢ段階別の実施事項 

 

 CES クラスⅢの段階別の実施事項（推奨事項を含む）は、以下のとおりです。 

 

Step１：事前準備(参考：様式 3-1) 

 （１）CES の適用範囲の決定 

    ◎事業者は、CES を適用する事業所、対象となる人及び事業内容を決定すること。 

 （２）CES 体制の決定 

    ◎経営者は、CES の運用にかかわる責任者及び担当者を決定すること。 

（３）エネルギー使用量等の把握 

   ①事業者は、事業所におけるエネルギー使用量等を把握し、二酸化炭素排出量を算定す

ること。 

    項目：電気、ガス、灯油、軽油、重油、LPG、天然ガス（LNG）、ガソリン 

②事業者は、事業所における下記の使用量等を把握すること。 

 項目：上水道、下水道、用紙の使用量。一般廃棄物、産業廃棄物の排出量。 

 ※二酸化炭素排出量の算定については、資料 1「二酸化炭素排出量の算定方法につい 

て」を参照。 

（４）環境法令等の特定 

   ◎事業者は、事業活動に伴い適用を受ける環境法令等を特定すること。 

    また、事故や緊急事態の発生により、環境に有害な影響を及ぼす事項を特定し、必要 

と判断した場合は、「緊急事態対応手順書」を作成すること。 

    緊急事態の例：火災の発生による設備等の消失、重油等の漏洩による土壌汚染、毒物・

劇物の漏洩による健康被害の発生 

    ※環境法令等の特定については、資料２「環境法令等一覧表」を参照。 

（５）資格業務の特定 

   ◎事業者は、毒物・劇物の取扱い等の資格を有する業務を特定すること。 

（６）リスクと機会の特定 

   ○事業者は、事業活動に伴う環境上のリスク（潜在的で有害な影響を及ぼすもの）と機 

 会（潜在的で有益な影響を及ぼすもの）を特定すること。 

    リスクの例：自然災害による設備等の故障、労働災害・事故による事業活動の停止、

環境法令の制定・改正への未対応による順守の逸脱 

    機会の例：CES 認証取得による企業イメージの向上、千代田区の環境イベントへ 

の参加機会の創出、CES 監査を通じた EMS の改善 
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Step２：計画の策定 

（１） 環境方針の作成(様式自由) 

   ◎経営者は、次の事項を含めて、環境方針を作成すること。 

    ①対象となる事業内容を明確にする。 

    ②環境目標を設定し、見直しを行う。 

    ③環境法規制を順守する。 

    ④気候変動に対して取組むこと、または、脱炭素社会を目指して取組むこと。 

※「2050 ゼロカーボンちよだ」を目指して取組むと表記しても可。 

   ◎環境方針を公表すること。 

（２） 環境目標の設定(参考：様式 3-２) 

   ◎事業者は、環境方針、エネルギー使用量等の把握、二酸化炭素排出量の算定結果から、

排出量の削減に関する環境目標を設定すること。 

   ○事業者は、2050 年までの脱炭素社会を目指すことを視野に入れて、⾧期的な視点によ

り、環境目標を設定すること。 

（３）実行チェックシートの作成(参考：様式 3-３) 

   ○事業者は、環境目標の実施状況を点検するためのチェックシートを作成すること。 

    ※取組内容については、資料３「CES 活動における行動の具体例」を参照。 

 

Step３：計画の実施 

（１）教育の実施(様式 3-4 使用) 

   ◎経営者または責任者は、次の事項について、対象となる人に周知し、認識させること。 

①環境方針 

②環境目標と達成するための取組み(参照：様式 3-２) 

③順守する環境法令等(参照：様式 3-１) 

④経営者からの改善の指示(参照：様式 3-４) 

（２）情報記録の管理(参照：様式 3-５) 

  ◎事業者は、事業所内で環境に関する提案事項等があった場合は記録すること。 

また、事業所外からの苦情や要望等に対応した場合は、記録すること。 

 

 Step４：点検・評価 

 （１）環境目標の達成状況の評価(参照：様式 3-２) 

    ◎事業者は、環境目標の達成状況を定期的に評価すること。  

 （２）環境法規制の順守状況の評価(参照：様式 3-１) 

    ◎事業者は、環境法規制の順守状況を定期的に評価すること。 

 （３）問題解決報告書の作成(参照：様式 3-６) 

    ◎事業者は、次のいずれかの事項に該当する場合は、問題解決報告書を作成すること。 

     ①環境目標に対し、上半期・下半期ともに達成できていない場合 

②環境法規制が順守されていない場合 

     ③緊急事態が発生した場合 
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 （４）実行チェックシートによる点検(参考：様式 3-3) 

    ○事業者は、環境目標を達成するための実行チェックシートの結果を評価すること。 

 

Step５：見直し(参考：様式 3-７) 

 （１）経営者による見直し 

    ◎経営者は、EMS の運用の結果をもとに見直しを行い、次の事項を決定すること。 

     ①環境方針の変更の有無 

     ②次年度の環境目標のあり方 

     ③EMS の導入、運用における改善の指示 

 （２）改善 

    ◎責任者及び担当者は、経営者による見直しの結果を受けて、EMS を改善すること。 
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【資料編】 
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（2026 年５月 一部改訂・発行） 

（2026 年４月 一部改訂・発行）        

（2025 年５月 一部改訂・発行） 

（2024 年５月 初版・発行） 


